
総会資料

第12回公益社団法人埼玉県診療放射線技師会定期総会

次　　第

開 　 会 　 の 　 辞
会 　 長 　 挨 　 拶
来 　 賓 　 挨 　 拶
表 　 　 　 　 　 彰
総会運営委員会報告
議 　 長 　 選 　 出
総 会 職 員 任 命
議 　 　 　 　 　 事
報　　　　　　　告

第1号議案　2022年度　事業報告（案）
第2号議案　2022年度　決算報告（案）
第3号議案　2022年度　監査報告
第4号議案　名誉会員の承認
第5号議案　その他
2022年度　補正予算　　　　報告
2023年度　事業計画・予算　報告

閉 会 の 辞

総
会
資
料

埼玉放射線・Vol.71　No.2　2023（26）127



総会資料

第12回公益社団法人埼玉県診療放射線技師会
定期総会

2022年度事業報告（案）

総
会
資
料

埼玉放射線・Vol.71　No.2　2023 128（27）



総会資料

2022年度事業報告（案）

１．総括
2022年度はこれまでに習得したWeb技術を可能

とし、学術大会、講習会、会議を安定的に運用するこ
とができました。3年間運用してみて分かったことは、
Webによる学会では本音トーク、いわゆる「ここだ
けの話」がしにくくなったという新たな発見がありま
した。思った以上に「ここだけの話」がいかに重要で
あったかを再認識できました。また、全国を対象とで
きるためアピール次第では参加者が増えると予想しま
したが、必ずしもそうではないことです。現地に行き、
人と会うことでモチベーションを保つことができると
いうことも改めて再認識させられました。
年度後半では、世間において社会全体ではアフター

コロナに移行して日常を取り戻しているが、医療現場
ではハイブリットの有効活用を試みています。今後は
このハイブリット技術をどのような形で運用するのが
最も効果的なのかを実行して検証する必要があると考
えます。
2021年10月1日施行の診療放射線技師法改正によ

る告示研修については受講定員が厚生労働省から決め
られており、さらには開催する側のマンパワーの問題
で開催回数に限界があることから今後の課題ではあり
ますが、少しでも多くの会員が受講できるように努力
していきたいと思います。
コロナ禍の中で、ご協力を頂きました会員の皆さま、

会務に果敢に挑戦してくれた理事、委員、支部役員、
関係者の皆さまに心から感謝申し上げます。

名誉会員の承認
本会へ多大な貢献があった会員として中野寿夫氏、

尾形智幸氏を名誉会員に推薦させていただきました。
ご審議の程、よろしくお願い申し上げます。
会員の育成
埼玉では以前から、講師育成に取り組んでまいりま

した。埼玉の会員が、他学会、他県技師会などで多く
の人材が活躍をしております。近年では国際学会へ発
表する診療放射線技師が増えてきており、今後は技師
会としてバックアップを行い、人材の育成に取り組ん
でまいります。
役員の育成
技師会で学び育った人材が各施設でリーダーシップ

を発揮し、さらに人材育成をしていただくことは技師
会の役目でもあります。他職種と多くの関わりあいを
持ち役員の成長につなげてまいります。
他団体との連携強化
埼玉県診療放射線技師学術大会では埼玉県臨床検査

技師会、埼玉県理学療法士会、埼玉県臨床工学技師会
の代表をお招きし、密な情報交換を行うことができま
した。

１）総務
入会促進事業の一つであるフレッシャーズセミナー

は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、会場型
での開催が困難となったため、オンライン形式で開催
し、県内外から多数ご参加いただきました。今後も会
員入会促進事業として継続していきたいと考えており
ます。
永年勤続表彰事業は、日本診療放射線技師会より委

託されている50年・30年の対象者を選出し返信いた
だいた会員のかたがたを日本診療放射線技師会に推薦
致しました。表彰は2022年兵庫県開催の第38回日本
診療放射線技師学術大会にて表彰されました。埼玉県
診療放射線技師会の40年・20年永年勤続表彰は、対
象者となる会員のかたがたを選出し、表彰委員会での
承認を経て当会定期総会にて表彰予定です。
恒例となりました新年当初の「新春の集い」は、新

型コロナウイルス感染拡大のため中止となりました。
役員研修会を開催し、あぜもと代議士の案内のもと

国会見学が行われ、役員および役員家族に多数ご参加
いただきました。
今年度は、いろいろな行事が新型コロナウイルス感

染症のため例年通りとは行きませんでしたが、いずれ
の事業におきましても入会促進また会員の福利厚生の
事業として開催形式にこだわらず今後も継続していき
たいと考えております。

２）学術
今年度も新型コロナウイルスの感染状況を考慮し、

各種講習会やセミナー、認定講習会、認定試験に関し
ては、オンライン方式にて開催しました。学術ナイ
トセミナーでは、CT Angiographyにおける造影剤
の注入条件、撮影タイミングの決定、MRIの非造影
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Angiographyのシーケンスや同期の選択についてワ
ンポイントアドバイスとなる内容を企画し、初学者か
ら中級者に向けて有益な情報を提供しました。
第36回埼玉県診療放射線技師学術大会については、

会場とWeb配信を併用したハイブリッド方式にて開
催しました。一般演題のセッションでは立ち見が出る
ほどの参加があり、活発な討論も行われ、以前の学術
大会の光景が戻って来た印象がありました。
今後の学術大会や各種講習会の開催においては、ハ

イブリッド方式の需要が高まることも想定し、多くの
会員の皆さまに参加していただける環境を整備して行
きたいと考えています。

３）編集・情報
会誌「埼玉放射線」を計4号発刊しました。編集・

情報活動は本会活動の中でも、重要な事業と考えてい
ます。
会誌「埼玉放射線」は、平成26年から発行回数が

年4回となりましたが、その分、内容をさらに充実さ
せることへ力を注ぎました。
Webサイトについては、診療放射線技師向け情報

提供や講習会などの申し込みの他、「診療放射線技師
として必要な情報はなるべく掲載する」という方針の
もと、多岐にわたる情報を発信しました。また県民の
方が閲覧しても有益なよう、医療被ばくについての解
説や、放射線検査の紹介など、放射線診療に関する正
確な情報を、専門家の立場から分かりやすく提供しま
した。
これらWebサイトの他、定期的に会員向けメール

マガジンの配信を行いました。Webサイトやメルマ
ガは即時性の高い情報提供手段と考えています。
今後は、会員のために充実した魅力ある技師会・会

誌になるよう務めていきたいと考えます。

４）公益
2022年度本会公益活動として、昨年度は新型コロ

ナウイルス感染拡大防止のため中止を余儀なくされま
した。
・埼玉県各支部の医療画像展でのパネルを使用した放
射線検査や治療などの説明とパンフレットの配布

・放射線特別授業
を再開することができました。
それに加え従来の

・ホームページからの被ばく相談

・放射線被ばくに関する講習会
・被ばく相談事例検討会
を継続して行いました。特に被ばく相談事例検討会は
3年振りの会場型開催とし、活発な議論をすることが
できました。
次年度も従来の活動を踏襲するだけでなく、公益活

動について、環境にあわせた活動を熟考しながら行っ
ていく所存です。

２．事業遂行評価
１．職業人としての質の向上
（１）学術大会・認定講習会・セミナーの定期開催

ア．埼玉県診療放射線技師学術大会の開催 〇
イ．埼玉県診療放射線技師支部合同秋季大会 〇
ウ．胸部撮影認定講習会 〇
エ．上部消化管検査認定講習会 〇
オ．フレッシャーズセミナー（SARTセミナー）

 〇
カ．放射線技術部門マネジメント・セミナー ×

（医療安全、接遇・クレーム、医療経営、人
材育成）

キ．CT認定講習会 〇
ク．MRI基礎講習会 〇
ケ．乳腺セミナー 〇
コ．DR計測セミナー 〇
サ．救急撮影ケーススタディー △

（日本救急撮影技師認定機構との共催）
シ．読影力向上のための講習会 ×

（支部開催セミナー）
ス．AI（Artifi cal Intelligence）関連講習会の開

催 ×
セ．オンラインセミナー、学会の充実およびデジ

タル化 〇
ソ．業務拡大2015年統一講習会の継続および告

示研修開催への協力 〇
タ．オンライン会議の推進 〇

（２）会員講師の育成と体制づくり 〇
（３）他県診療放射線技師会や他団体との合同講習会

企画推進
ア. 関東甲信越診療放射線技師学術大会への協力　

 〇
イ. 日本診療放射線技師全国大会への協力 ×
ウ. 埼玉県医師会主催事業への支援 〇
エ. 埼玉県臨床検査技師会への協力 〇
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オ. 日本放射線技術学会関東部会との合同企画 ×
カ. 日本診療放射線技師会との合同開催企画 ×
キ. 各認定機構との合同企画（埼玉開催の推進） ×

２．組織運営に関わる事業
（１）行政との連携　 〇
（２）入会促進事業の強化　 〇
（３）会員データベースの再構築　 △

３．公益目的事業
（１）学術情報の提供　刊行誌「埼玉放射線」の発刊　

 〇
（２）市民公開講座の開催　 ×
（３）地域自治体主催事業への参画　 〇
（４）医療画像展の開催と支援　 〇
（５）県民向けホームページの充実　 ×
（６）医療被ばく相談の迅速な対応　 〇
（７）中学高校における特別授業の担務　 〇

４．編集・情報
（１）本会会誌「埼玉放射線」の充実　 〇
（２）診療放射線技師向けホームページの充実　 〇

ア. 各講習会、セミナー、イベントなどの迅速な
広報 〇

イ. 学術データベースの充実　 ×
（３）e-book事業の推進　 ×
（４）メールマガジンの有効利用　 〇

５　その他
（１）他医療職種団体との連携　 〇
（２）日本診療放射線技師会・他県技師会への協力　

 〇

2022年度各事業報告
１．総務事項報告

（１）2022年度役員は次の通りである。

役　職　名 氏　　名 担　　　　当
会 　 　 長 田中　  宏
副 会 長 富田　博信

同 潮田　陽一
監 　 　 事 堀江　好一

同 浅野　克彦
常 務 理 事 今出　克利 総　務

同 八木沢英樹 総　務

同 城處　洋輔 学　術
同 中根　　淳 学　術
同 佐々木　健 公　益
同 清水　邦昭 編　集・情　報

理 　 　 事 肥沼　武司 財　務
同 近藤　敦之 学　術
同 滝口　泰徳 学　術
同 吉田　　敦 編　集・情　報
同 紀陸　剛志 公　益
同 双木　邦博 総　務・第一支部
同 大西　圭一 総　務・第二支部
同 市川　隆史 総　務・第三支部
同 大野　　渉 総　務・第四支部
同 矢﨑　一郎 総　務・第五支部
同 茂木　雅和 総　務・第六支部

（２） 会議開催状況
ア．総会
第11回公益社団法人埼玉県診療放射線技師会総会

を2022年6月12日（日）、埼玉会館において会員24
人出席、有効委任状提出722人（全委任状提出791
人、無効委任状69人）、合計746人にて開催した。総
会では2021年度事業報告案、2021年度決算報告案、
2021年度監査報告、および名誉会員の承認などにつ
いて審議し決議した。
イ．理事会は下記の通り7回開催し、重要案件につい

て審議し決議した。
理事会開催状況

年　月　日 開　催　場　所
1 2022.05.26 オンライン開催
2 2022.07.07 同
3 2022.08.04 同
4 2022.09.01 同
5 2022.11.10 同
6 2023.01.05 同
7 2023.03.02 同

ウ．常務理事会は下記の通り4回開催し、理事会への
提案議題の審議ならびに決定事項について処理し
た。

常務理事会開催状況
年　月　日 開　催　場　所

1 2022.04.07 オンライン開催
2 2022.10.06 同
3 2022.12.01 同
4 2023.02.02 同
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エ．その他
連絡会議ならびに予算会議を開催、会務の重要事項

について審議立案し、必要事項を調整しこれを処理した。
連絡会議

年　月　日 開　催　場　所
1 2022.05.19 オンライン開催
2 2022.06.30 同
3 2022.07.28 同
4 2022.08.25 同
5 2022.10.27 同
6 2023.02.22 同

予算会議
年　月　日 開　催　場　所

1 2022.12.27 オンライン開催
2 2023.02.02 常務理事会内（Web）

全国会長会議
年　月　日 開　催　場　所

１ 2022.07.17 三田国際ビル
関東甲信越会長会議

年　月　日 開　催　場　所
１ 2022.06.24 Gメッセ群馬

北関東地域会長会議
年　月　日 開　催　場　所

1 2022.06.24 Gメッセ群馬
2 2022.11.26 オンライン開催

（３）各委員会開催状況
各委員会開催状況は別表の通りである。

委　員　会　名 開　催　年　月　日
総会運営委員会 2022.12. 12

編集情報委員会
2022. 06.03
2022.11.04
2023.03.15

学 術 委 員 会

2022.05.11
2022.07.15
2022.08.23
2022.10.18
2022.12.05
2023.02.06
2023.02.21

公 益 委 員 会
2022.07.08
2022.09.08
2023.01.19

放射線特別授業 公益委員会と合同運 営 委 員 会
臨時総務委員会 2022.09.07

表彰委員会

年　月　日 開　催　場　所
１ 2022.06.29 オンライン開催
２ 2022.12.15 オンライン開催
３ 2023.02.13 オンライン開催

（４）各種委員会名簿
ア．表彰委員会

役　職　名 氏　　名
委 員 長 藤間　英雄
委 　 員 橋本　里見　　小島　精一

同 渡辺　　弘　　田中　　宏
同 富田　博信　　潮田　陽一
同 今出　克利　　八木沢英樹
同 平野　雅弥

イ．医療画像展実行委員会（秩父会場）
開催形式の変更により不参加

ウ．医療画像展実行委員会（浦和区会場）
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

を考慮して参加辞退
エ．医療画像展実行委員会（川越会場）
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

により中止
オ．医療画像展実行委員会（越谷市会場）

実 行 委 員 氏　　名
委 　 員 矢部　　智　　中嶋　幸孝

同 長坂　　純
同 矢﨑　一郎　　中村　優志

カ．医療画像展実行委員会（深谷会場）
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

により中止
キ．医療画像展実行委員会（伊奈町会場）
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

により中止
ク．医療画像展実行委員会（行田会場）
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

により中止
ケ．編集・情報委員会

役　職　名 氏　　名
委　　員　　長 清水　邦昭
副　委　員　長 吉田　　敦
委　　　　　員 肥沼　武司　　潮田　陽一

同 宮崎　雄二　　八木沢英樹
同 大友　哲也　　渡部　伸樹
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同 堀越　隆之　
コ．学術委員会

役　職　名 氏　　名
委　　員　　長 城處　洋輔
副　委　員　長 中根　　淳　　近藤　敦之　　

同 滝口　泰徳
委　　　　員 今出　克利　　寺澤　和晶

同 土田　拓治　　佐々木　健
同 伊藤　寿哉　　大根田　純
同 亀山　枝里　　妹尾　大樹
同 浅見　純一　　吉澤　孝郁
同 戸澤　僚太　　新島　正美

サ．公益委員会
役　　職　　名 氏　　名
委　　員　　長 佐々木　健
副　委　員　長 紀陸　剛志
委　　　　員 志藤　正和　　内海　将人

同 石田　仁子　　坂庭　琴美
同 大河原侑司　　佐藤　克哉
同 宮崎　千晶　　嶋崎　恭介

シ．総務・財務委員会
役　　職　　名 氏　　名
委　　員　　長 今出　克利
副　委　員　長 八木沢英樹　　潮田　陽一
委　　　　　員 肥沼　武司

同 双木　邦博　　大西　圭一
同 市川　隆史　　大野　　渉
同 矢﨑　一郎　　茂木　雅和
同 田中　達也　　矢部　　智
同 佐々木　剛　　岡田　尚也
同 福田　　栞　　戸澤　　茜

ス．総会運営委員会
役　　職　　名 氏　　名
委　　員　　長 三橋　則行
委　　　　　員 三島　裕介　高橋　将史

同 増渕　康太　矢部　　智　
同 野口　裕輔

セ.総会実行委員会
役　　職　　名 氏　　名
委　　員　　長 田中　　宏
副　委　員　長 富田　博信　　潮田　陽一
委　　　　　員 今出　克利　　八木沢英樹

同 城處　洋輔　　中根　　淳

同 清水　邦昭　　佐々木　健

（５）表　彰
叙勲瑞宝双光章受賞（敬称略）

（春）田中 武志、（秋）中野 寿夫
保健衛生知事表彰（敬称略）

該当者なし
公衆衛生功労知事表彰（敬称略）

八木沢英樹　　齊藤　幸夫　　志田　智樹
公衆衛生事業功労者（財）日本公衆衛生協会会長表彰
（敬称略）

該当者なし
（公社）日本診療放射線技師会表彰

永年30年勤続者表彰（13人、敬称略）
荒木　新也、石田　直之、大塚　善治、
小林　芳春、征矢　　強、田原　孝浩、
土田　拓治、蓮見眞一郎、松本　洋栄、
宮崎　雄二、宮野　勝典、矢部　　智、
山崎由紀敏

永年50年勤続者表彰（1人、敬称略）
佐々木正夫

（公社）埼玉県診療放射線技師会表彰
永年20年40年勤続表彰対象者は総会当日に報告致し
ます。

（６）物故者：藤井　正夫（フジイ　マサオ）さま
第一支部

（７）会員の動向（2023年2月22日現在）

項　　　　目 会　員　数
2021年度末 会員数 1,394人
2022年度 新入会者数 115人

同 再入会者数 11人
同 転入者数 17人
同 転出者数 13人
同 退会者数 49人

2022年度末 会員数 1,475人

（８）2022年度賛助会員17社（順不同）
シーメンスヘルスケア株式会社
GEヘルスケア・ジャパン株式会社
キヤノンメディカルシステムズ株式会社
株式会社メディカル・サービスT&K
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コノカミノルタジャパン株式会社
カイゲンファーマ株式会社
富士フイルムメディカル株式会社
富士フイルムヘルスケア株式会社
日本メジフィジックス株式会社
株式会社フィリップス・ジャパン
バイエル薬品株式会社
PDRファーマ株式会社
株式会社サイカンシステム
島津メディカルシステムズ株式会社
株式会社東日本メディカル．
株式会社ドクターネット
株式会社アゼモトメディカル

２．学術教育活動報告
（１）第6回学術ナイトセミナー

CT・MR Angiographyのための
ワンポイントアドバイス
講　　師：中根　　淳、加々美　充
日　　程：2022年7月29日（金）

2022年8月5日（金）Web配信のみ
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催
参 加 者：47人

（２）第7回DR計測セミナー
講　　師：樋口　誠一、戸澤　僚太
日　　程：2022年11月11日（金）
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催
参 加 者：17人

（３）第13回CT認定講習会
講　　師： 富田　博信、染野　智弘、八木沢英樹、

寺澤　和晶、中根　　淳、城處　洋輔
日　　程：2022年11月20日（日）
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催
参 加 者：10人

（４）第20回胸部認定講習会
講　　師： 滝口　泰徳、曽根　達也、笹原　重治、

森　　一也、戸澤　僚太、佐々木　健
日　　程：2022年11月27日（日）
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催
参 加 者：16人

（５）乳腺セミナー
講　　師：佐藤夏都美、新島　正美、亀山　枝里
日　　程：2023年1月15日（日）
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催

参 加 者：13人
（６）胸部認定試験

日　　程：2023年1月15日（日）
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催
参 加 者：11人
認 定 者：Ａ認定　該当者なし

Ｂ認定　 吉澤　孝郁、五十嵐　慧、
松吉　和樹、奥田さくら、
新井　隼統、須崎　雅人

（７）CT認定試験
日　　程：2023年1月19日（木）
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催
参 加 者：7人
認 定 者：Ａ認定　該当者なし

Ｂ認定　 安澤　毅幸、武田　尚也、
白石　健吾

（８）救急撮影ケーススタディ
講　　師： 岡本　拓己、武田　尚也、宮本　桃子、

佐々木　健、大根田　純、滝口　泰徳
日　　程：2023年1月20日（金）
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催
参 加 者：10人

（９）第20回上部消化管検査認定講習会
講　　師： 浅見　純一、志田　智樹、伊藤　寿哉、

池田　圭介、今出　克利、大森　正司
日　　程：2023年1月22日（日）
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催
参 加 者：7人

（10）上部消化管検査認定試験
日　　程：2023年2月5日（日）
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催
参 加 者：2人
認 定 者：Ａ認定　該当者なし

Ｂ認定　該当者なし
（11）第36回埼玉県診療放射線技師学術大会

日　　程：2023年3月5日（日）
場　　所： 大宮ソニックシティとZoomによるオ

ンライン配信を併用したハイブリッド開
催

参 加 者：238人
（12）MRI基礎講習会

講　　師：坂口　功亮、近藤　敦之、駒形　一成
日　　程：2023年3月25日（土）
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催
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参 加 者：19人

３．編集・情報・活動報告
（１）編集活動報告

2022年度の編集活動として、会誌「埼玉放射線」
を第69巻265号から第70巻268号まで、計4回発刊
致しました。
第69巻7月265号では、誌上講座：電離放射線障害

防止規則改正への対応。第10回定期総会資料、技術
解説など。
第69巻10月266号では、誌上講座：「脊髄再生医

療リハビリテーションにおける当院の対応と診療放射
線技師・臨床検査技師の関わり」。2020年度支部合
同勉強会　抄録集 として、「さいたま赤十字病院の新
人教育」　〜一般撮影部門を中心に〜、「これってウチ
の施設だけ？教育方法の再検討」技術解説など。
第70巻1月267号では、第35回SART 学術大会抄

録集、特集：第六支部2021年度Web定期講習会抄
録集 「大動脈解離について」、「外傷症例」、技術解説
など。
第70巻5月268号では、第11回埼玉県診療放射線

技師会定期総会資料。特集：「埼玉県内の核医学治療
の現状」、誌上講座：冠動脈CT撮影のピットフォール、
技術解説などを掲載しました。
（２）情報活動報告

ア「会員向けHP」
1）学術案内（19件）
2）表紙・巻頭言（4件）267〜270号まで
3） 会誌・バックナンバー（4件）264〜267号

まで
4）お知らせ（31件）

イ「一般向けHP」
1） 「会誌・バックナンバー」（4件）264〜267

号まで
2）お知らせ（1件）

ウ「メールマガジン配信」
1）配信11件（no.113からno122まで）
2）登録13件

４．新春の集い
新型コロナウイルスの感染拡大により開催中止とし

た。

５．財務報告
決算関係報告は総会にて行います。

６．公益活動
（１）医療画像展

2回（Web開催含む）
（２）被ばく相談

ホームページにて11件（2023/03/20現在）
（３）放射線特別授業
　・放射線について知ろう　1校2授業
講　　師：佐々木、紀陸　准講師：嶋崎

（４）被ばく相談事例検討会
講　　師：石田、宮崎、内海
日　　時：2023年2月18日（土）15：00〜18：00
場　　所：さいたま市民会館（レイボックホール）
参 加 者：13人

（５）放射線被ばくに関する講習会
講　　師：嶋崎、大河原、志藤
日　　時：2023年1月25日（水）19：00〜20：40
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催
参 加 者：24人

７．支部報告
第一支部
支部理事　双木　邦博
監　　事　宮澤　浩治
役　　員　八木沢英樹　　野々浦成美

福田　　栞　　小野寺衣里
戸澤　僚太　　内藤　完大
小泉　秀一　　大岩　祐哉
鎌田　靖男　　安田　一平
酒井　利幸　　佐藤夏都美

（１）第１回支部勉強会
日　　時：2022年4月22日（金）19：00〜
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催
参 加 者：40人
内　　容：
（ア）メーカー講演
「AI技術を用いたAplio iシリーズ

Prism editionのご紹介」
キヤノンメディカルシステムズ株式会社

阿部　史称
「造影CTの基礎〜安心安全な
 医療を提供するために〜」
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株式会社根本杏林堂　宇越　弘樹
（イ）一般演題
「当院での一般撮影における再撮影率の
 傾向と対策」

JCHO埼玉メディカルセンター　浅賀やよい
「当院の新型コロナウイルス
 感染症対策下における胸部CT撮影の傾向」

JCHO埼玉メディカルセンター　川久保優妃
「当院の再生医療（膝）について」

埼玉協同病院　佐藤　直哉
（２）支部役員会

日　　時：2023年2月16日（木）19：00〜
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催
役　　員：11人
内　　容：勉強会内容、役員変更について

（３）第2回支部勉強会
日　　時：2023年3月23日（木）19：00〜
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催
参 加 者：44人
内　　容：
（ア）令和4年度会計報告

第一支部理事　双木　邦博
（イ）メーカー講演
「造影検査におけるリスクマネージメント

―造影CT/MRI検査を中心にー」
バイエル薬品株式会社　小西　達也

「最新情報　MRI/マンモグラフィー/
アンギオグラフィー」

シーメンスヘルスケア株式会社
MR事業部　大澤　勇一
XP事業部　青木　みき

Cardiology/IR事業部　金子　達也
（ウ）一般演題
「頭部領域におけるDual-Energy CT

の有用性について」
さいたま市立病院　林崎芽衣里

第二支部
会　長（支部理事）　大西　圭一
会　計　　　　　　　大西　圭一
役　員　　　　　　　三島　裕介　　梅澤　達也

第三支部
会　長（支部理事）　市川　隆史

副会長　　　　　　　高橋　将史
会　計　　　　　　　瀨川麻衣子
監　事　　　　　　　今井　　昇
役　員　　　　　　　栗原　良樹　　細井　慎介
　　　　　　　　　　堰　　祐一　　浅見　　徹

（１）第1回　支部役員会
日　　時：2022年6月3日（金）19：00〜19：40
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催
参 加 者：4人
内　　容：2022年度事業日程について

（２）第2回　支部役員会
日　　時：2022年11月8日（火）19：00〜19：40
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催
内　　容：第1回第三支部勉強会について
参 加 者：6人

（３）第1回第三支部勉強会
日　　時：2022年11月22日（火）18：00〜19：00
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催
内　　容：若葉マークの撮影技術学
技師講演
「マンモグラフィー編」

埼玉医科大学病院　工藤いづみ
「核医学編」

埼玉医科大学病院　松本　朱音
参 加 者：36人

（４）第3回　支部役員会
日　　時：2022年11月22日（火）19：00〜19：40
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催
内　　容：第2回第三支部勉強会について
参 加 者：7人

（５）第4回　支部役員会
日　　時：2023年2月28日（火）18：00〜18：40
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催
内　　容：第3支部総会について
参 加 者：5人

（6）第2回第三支部勉強会・総会
日　　時：2023年3月29日（水）18：30〜20：00
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催
内　　容：「埼玉医科大学国際医療センター新棟

（化学放射線治療棟）の紹介」
埼玉医科大学国際医療センター　

吉田　春果
「急性期脳梗塞の血管内治療について」

埼玉医科大学国際医療センター
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柴田　美穂
参 加 者：32人

（７）第5回　支部役員会
日　　時：2023年3月29日（水）20：00〜20：30
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催
内　　容： 役員交代による申し送り・次年度運営に

関して
参 加 者：10人

第四支部
会　長（支部理事）　大野　　渉
副会長　　　　　　　柏瀬　義倫
会　計　　　　　　　高井　太市
役　員　　　　　　　 大谷　智則　　増渕　康太

田中　智大　　横田　文克
柏瀬　義倫

監　事　　　　　　　山田　伸司
（１）支部合同勉強会

日　　時：2022年5月21日（土）14：00〜
内　　容：ディスカッション
〜 なんでもいいから諸先輩に聞いてみよう！〜

（ファシリテーター）
上尾中央総合病院　仲西　一真
さいたま市立病院　福田　　栞

（回答者）
かわぐち心臓呼吸器病院　竹本　直哉

埼玉西協同病院　北原　弘治
埼玉石心会病院　岡田　良祐
深谷赤十字病院　登坂　崇史

上尾中央総合病院　飯島　　竜
その他、セッションに参加されている皆さま方

（タスクシフト/シェアについてのアンケート）
埼玉県済生会栗橋病院　内海　将人

診療放射線技師のタスクシフト/シェアと業務拡
大について
公益社団法人埼玉県診療放射線技師会副会長
（兼）日本診療放射線技師会副会長　富田　博信

救急センター看護師だった診療放射線技師が、進
化する診療放射線技師に伝えられること
座長：JCHO船橋中央病院　 滝口　泰徳
講師：埼玉県済生会栗橋病院

放射線技術科　鈴木　孝義

参加者：50人
（２）医療画像展（秩父市保健センターまつり）

日　　時：2022年8月7日（日）10：00〜14：00
場　　所：秩父市保健センター
内　　容： 骨密度測定、パネル展示、スーパーボー

ル釣り、被ばく相談など
※開催形式の変更により不参加

（３）2022年度　第四支部　納涼会
※新型コロナウイルスの影響で中止

（４）第2回　第四支部勉強会
日　　時：2022年9月29日（木）19：00〜21：00
内　　容：メーカー講演
X線TV　FLEXAVISION　F4
島津製作所　医用機器事業部
グローバルマーケティング部　飯沼　正雄　氏
頭部乳房専用PET　BresTome

 島津製作所　医用機器事業部
グローバルマーケティング部　大谷　　篤　氏

技師講演：ちょっと怖い　糖尿病の話
秩父市立病院　横田　文克　氏

参 加 者：40人
（５）第2回　第四支部役員会

日　　時：2022年9月29日（木）21：00〜21：30
内　　容：忘年会、勉強会、健康祭り
参 加 者：7人

（６）医療画像展（深谷市福祉健康まつり）
場　　所：深谷ビックタートル・深谷市総合体育館
内　　容： 骨密度測定、パネル展示、スーパーボー

ル釣り、被ばく相談など
※新型コロナウイルスの影響で中止

（７）2022年度　第四支部　忘年会
場　　所：マロウドイン熊谷
※新型コロナウイルスの影響で中止

（８）医療画像展（行田健康フォーラム2022）
場　　所：教育文化センターみらい
内　　容： 骨密度測定、パネル展示、スーパーボー

ル釣り、被ばく相談など
※新型コロナウイルスの影響で中止

（９）第3回　第四支部勉強会
日　　時：2023年1月19日（木）19：00〜20：30
内　　容：メーカー講演
「Embo　familyの特徴とTIPS　」
ジョンソン・エンド・ジョンソン

セレノバス事業部2課　木村　萌子　氏
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技師講演：
「急性期脳梗塞の診断から治療まで」

行田総合病院　放射線科　大谷　智則　氏
参 加 者：55人

（10）第3回第四支部役員会
日　　時：2023年1月19日（木）20：30〜21：00
内　　容：監査会、総会
参 加 者：6人

（11） 2022年度第四支部監査会
日　　時：2023年2月24日（金）19：00〜
参 加 者：8 人

（12） 第4回第四支部勉強会・令和3年度第四支部総会
日　　時：2023年3月16日（木）19：00〜
講演内容： 「MRI ガイド下収束超音波治療（FUS）

について」
熊谷総合病院　草薙　柾哉　氏

参 加 者：48人
（13） 第4回第四支部役員会

日　　時：2023年3月16日（木）20：30〜21：00
参 加 者：8人

第五支部
支部理事　矢﨑　一郎
支部役員　岩井　悠二

石原　優希　　矢部　　智
村本　圭祐　　中嶋　幸孝
金子　初穂　　矢作　悠馬
町永　　努　　加藤　広一
長坂　　純　　中村　優志
曽根　昌弘　　駒崎　和弘

（１）医療画像展
日　　程：2022年10月23日（日）
場　　所：越谷市役所周辺

（越谷市民祭り内にて開催）

第六支部
会　長（支部理事）　茂木　雅和
副会長　　　　　　　仲西　一真
監　事　　　　　　　山口　　明　　大森　正司
学　術　　　　　　　安川　紘平　　池野　裕太
　　　　　　　　　　木村　千尋　　小保方　駿
広　報　　　　　　　吉井　　肇
編　集　　　　　　　佐越　美香
総　務　　　　　　　小屋　　匠　　野口　裕輔

　　　　　　　　　　茂木健太郎
会　計　　　　　　　大川斗喜也　　畠山　洋一

（１）第1回　支部役員会
日　　時：2022年4月14日（木）18：50〜
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催
参 加 者：12人

（２）2022年度第六支部第一回定期講習会
日　　時：2022年4月28日（木）19：00〜
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催
参 加 者：51人
内　　容：
施設講演
①明日から使える撮影技術と修正方法

〜関節・膝関節編〜
丸山記念総合病院　関谷　直樹

②当院における再撮影率低減に向けた取り組み
彩の国東大宮メディカルセンター　横山　　楓

技師講演
一般撮影　画像処理の基礎

〜FUJIFILMユーザーの視点から〜
上尾中央総合病院　樋口　誠一

（３）2022年度　支部合同勉強会
日　　時：2022年5月21日（土）13：30〜
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催
参 加 者：52人
内　　容：
「ディスカッション　〜 なんでもいいから諸先輩
に聞いてみよう！ 〜」
ファシリテーター

上尾中央総合病院　仲西　一真
さいたま市立病院　福田　　栞

回答者
かわぐち心臓呼吸器病院　竹本　直哉

埼玉西協同病院　北原　弘治
埼玉石心会病院　岡田　良祐
深谷赤十字病院　登坂　崇司

上尾中央総合病院　飯島　　竜
「タスクシフト/シェアについてのアンケート」

埼玉県済生会栗橋病院　内海　将人
【診療放射線技師のタスクシフト/シェアと業
務拡大について】
公益社団法人埼玉県診療放射線技師会副会長
（兼）日本診療放射線技師会副会長　富田　博信
「救急センター看護師だった診療放射線技師が、
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進化する診療放射線技師に伝えられること」
座長　JCHO船橋中央病院　 滝口　泰徳
講師　埼玉県済生会栗橋病院

放射線技術科　鈴木　孝義
（４）第六支部2022年度技術交流会

※ 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影
響により中止

（５）第六支部納涼会
※ 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影
響により中止

（６）第2回　支部役員会
日　　時：2022年9月15日（木）18：50〜
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催
参 加 者：13人

（７）忘年会
※ 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影
響により中止

（８）2022年度第六支部第二回定期講習会
日　　時：2023年1月12日（木）19：00〜
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催
内　　容：
メーカー講演
「Philips心臓MRI撮像の概要」
株式会社フィリップス・ジャパン　栃本　　剛

ユーザー講演
①「知っておきたい心臓CTの基礎」

さいたま赤十字病院　池野　裕太
②「当院における心臓MRI検査の現状について」

上尾中央総合病院　　伊藤　悠貴
（９）第3回支部役員会

日　　時：2023年1月26日（木）18：50〜
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催
参 加 者：7人

（10）支部会計監査
日　　時：2023年2月7日（火）19：00〜
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催
参 加 者：7人

（11） 第六支部定期総会および第二回定期講習会
日　　時：2022年3月9日（木）19：00〜
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催
参 加 者：42人
内　　容：【救急画像〜初級編〜】
『自分が経験した症例を通して』

上尾中央総合病院　茂木　雅和

９．研究会活動
（１）埼玉乳房画像研究会活動報告

ア．第4回埼玉乳房画像研究会講習会
日　　時：2022年7月13日（水）18：30〜20：30
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催
内　　容： マンモグラフィのポジショニングにつ

いて考えよう
講義 さいたま赤十字病院　舘沼理保奈
ポジショニング実践

さいたま赤十字病院　山田　智子
埼玉協同病院　佐藤夏都美

参 加 者：18人
イ．第78回画像の向こうの患者をみよう勉強会

（症例検討会）
日　　時：2022年11月2日（水）19：00〜21：00
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催
内　　容：症例検討会
総合司会 済生会川口総合病院　土田　拓治
MMG 済生会川口総合病院　高橋　美香
US 埼玉協同病院　佐藤夏都美
MRI 埼玉県立がんセンター　湧田もみじ
病理  熊谷総合病院　亀山　枝里

参 加 者：10人
ウ．第79回画像の向こうの患者をみよう勉強会

（症例検討会）
日　　時：2023年1月25日（水）19：00〜21：00
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催
内　　容：症例検討会
総合司会 熊谷生協病院　新島　正美
MMG 埼玉県立がんセンター　辻村明日香
US 埼玉県立がんセンター　湧田もみじ
MRI 埼玉県済生会川口総合病院　

高橋　美香
病理 埼玉協同病院　佐藤夏都美

参 加 者：20人
エ．第5回埼玉乳房画像研究会講習会
日　　時：2023年3月19日（日）9：00〜12：00
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催
内　　容： マンモグラフィ施設画像評価認定の取

得について
第一部：製品紹介
「関心領域の高コントラスト化 Dynamic 
VisualizationⅡ　および クリニック向け装
置 AMULET ELITE のご紹介」
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富士フイルムメディカル株式会社　浅野　省二
第二部：シンポジウム
「マンモグラフィ施設画像認定受審を経験して」

座長 熊谷総合病院　亀山　枝里
　埼玉県済生会川口総合病院　土田　拓治
シンポジスト　
埼玉県済生会川口総合病院　高橋　美香
埼玉県行田中央総合病院　坂口　由紀

公益財団法人栃木県保健衛生事業団　神尾　恵子
第三部：特別講演
「新たな乳房撮影ガイドライン
 精度管理マニュアルについて」
東京都立大学　健康福祉学部　

放射線学科　准教授
NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構  

理事　根岸　　徹
参 加 者：22人

（２）埼玉消化管撮影研究会活動報告
ア．第63回埼玉消化管撮影研究会
日　　程：2022年7月22日（金）
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催
内　　容：
講義：胃X線検査に求められる画像

 〜所見を見落とさない撮影の意識〜
丸山記念総合病院　志田　智樹

埼玉消化管症例閲覧会：
司会 済生会川口総合病院　池田　圭介
症例提供 深谷赤十字病院　小林　茂幸

参 加 者：66人
イ．第64回埼玉消化管撮影研究会
日　　程：2022年12月15日（木）
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催
内　　容：
講義：『胃がんの粘膜と組織型の関係』

羽生総合病院　田口　裕也
埼玉消化管症例閲覧会：
司会 済生会川口総合病院　池田　圭介
症例提供 済生会川口総合病院　結城　朋子

参 加 者：70人
ウ．第65回埼玉消化管撮影研究会
日　　程：2023年3月23日（木）
場　　所：Zoomを利用したオンライン開催
内　　容：
講　　義：内視鏡診断から学ぶ胃透視撮影

さいたま赤十字病院　中野　啓一
埼玉消化管症例閲覧会：
司会 行田中央総合病院　浅見　純一
症例提供 埼玉石心会病院　　山田　幸一

参 加 者：66人
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2022年度（公社）埼玉県診療放射線技師会理事会審議事項
１．ウイルスソフト貸与について、 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-１）承認
２．名誉会員の承認について、 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-２）承認
３．学術大会の優先予約について、 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-３）承認
４．第6回SART学術ナイトセミナーを開催について、 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-４）承認
５．2021年度埼玉県診療放射線技師会決算承認について、
 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-５）承認
６．監査報告書の承認について、 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-６）承認
７．新入会員の承認について、 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-７）承認
８．2021年度事業報告について、 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-８）承認
９．「夢を見つける！リアル体験教室　あこがれの職業を体験しよう！」への参加について、
 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-９）承認
10．令和5年秋　叙勲候補者の選出について、 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-10）承認
11．新入会員の承認について、　 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-11）承認
12．2022年度救急撮影ケーススタディのWeb開催について、
 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-12）承認
13．2022年度　上部消化管検査　認定講習会の開催について、
 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-13）承認
14．第20回胸部認定講習会の開催について、 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-14）承認
15．第36回埼玉県診療放射線技師学術大会の開催及び大会テーマについて、
 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-15）承認
16．新入会員の承認について、 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-16）承認
17．第47回越谷市民祭り「街づくり広場」の事業に参加および医療画像展の出展について、
 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-17）承認
18．第36回川越市健康まつり（Web開催）川越市健康づくり事業の参画について、
 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-18）承認
19．第4回SART被ばく相談事例検討会の開催について、
 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-19）承認
20．放射線被ばくに関する講習会の開催について、 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-20）承認
21．DRセミナーの開催について、 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-21）承認
22．第13回CT認定講習会の開催について、 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-22）承認
23．乳腺セミナーの開催について、 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-23）承認
24．MR基礎講習会の開催について、 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-24）承認
25．新入会員の承認について、 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-25）承認
26．本会事務所倉庫の修繕について 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-26）承認
27．新入会員の承認について 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-27）承認
28．2023年度 診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー（第24回SARTセミナー）の開催について
 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-28）承認
29．役員選挙における選挙管理委員の選出について 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-29）承認
30．2023年度 第12回定期総会の開催について 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-30）承認
31．新入会員の承認について 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-31）承認
32．ホームページ更新作業の契約について 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-32）承認
33．表彰推薦者の承認について 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-33）承認
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34．2023年度事業計画案について 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-34）承認
35．2023年度予算案について 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-35）承認
36．埼玉県診療放射線技師会 永年勤続表彰対象者（20年・40年）の承認について
 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-36）承認
37．新入会員の承認について 資料を基に審議し承認した。（議案書番号：理-37）承認
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2023年度事業計画
新たな生活スタイルへ移行

新たなスタイルの日常生活へ移行
欧米諸国は既に日常生活を取り戻しつつある中で、

日本では一部日常生活を取り戻したとはいえ、まだ完
全に戻りきってはいない。感染症の二類から五類への
移行は政府ではいまだに検討段階で、医療の現場にお
いての負担は以前とほぼ変わらない状態が続いている。
世界的なコロナ禍となり、まさかの3年が経過したが、

今回の歴史的なパンデミックにより新たに手に入れた
ものと、社会の脆弱な一面を見ることができた。前者
はWebを活用したテレワークや会議の効率化。また
必要な会合・会食とそうでないイベントが見極めるこ
とができた。後者は目に見えない感染という敵に対す
る不安や恐怖から誰かを攻撃して自身の不安を解消す
るために、その矛先はマスク警察や政府への批判とし
て現れた。この社会現象は、中世ヨーロッパに見られ
た魔女狩りをほうふつとさせたのは当方だけであろう
か。さらには、非理論的なデマや中傷が世の中を困惑
させ、国民の情報リテラシーの格差をあらわにした。
新たな生活スタイルとして、学会や講習会などで

Webの活用に関して述べさせていただいたが、思っ
たほど参加者が増えたわけではない。この現象はモチ
ベーションの格差がさらに広がったとも考えられる。
モチベーションを自分自身で維持できる人もいれば、
人と会うことで、お互い刺激しあいモチベーションを
維持する人もいる。どちらのタイプも正解だと思って
いる。
「新たな生活様式」とは、増えた選択肢に対して自

分がどのタイプかを判断し選択することが必要だ。ア
フターコロナにおける次のステップでは選択肢の提供
は既に過去のものであり、情報を受ける側が個々の選
択をどう判断するかという時代が到来したといえる。

タスクシフト・シェアについて
2021年10月1日よりタスクシェアによる業務拡大

に関する医療法改正があったことはご承知かと思う。
以前の「局長通達」とは異なり、今回は「法改正」に
伴う研修であり、診療放射線技師、臨床検査技師、臨
床工学技士などの関連職種全てが対象であり、必ず受
講しなければならない。この告示研修を受けずに関連
する行為で事故が発生した場合には罰則を受ける可能

性もあるといわれている。おそらく、10年から20年
後には、診療放射線技師が当たり前にルートを確保し、
アンギオのセカンドを行っている時代がくることを確
信している。その時、診療放射線技師の技術格差を生
じないよう、タスクシフトの浸透についての十分な情
報提供が必要である。

多職種との連携
院内ではチーム医療を重視し、医師はもちろん、コ

メディカル同士の連携の重要性が述べられてきた。今
後は職能団体の連携も強めていきたい。

１．職業人としての質の向上
（１）学術大会・認定講習会・セミナーの定期開催

ア．埼玉県診療放射線技師学術大会の開催
イ．埼玉県診療放射線技師支部合同秋季大会
ウ．胸部撮影認定講習会
エ．上部消化管検査認定講習会
オ．フレッシャーズセミナー（SARTセミナー）
カ．放射線技術部門マネジメント・セミナー

（医療安全、接遇・クレーム、医療経営、人
材育成）

キ．CT認定講習会
ク．MRI基礎講習会
ケ．乳腺セミナー
コ．DR計測セミナー
サ．救急撮影ケーススタディー

（日本救急撮影技師認定機構との共催）
シ．読影力向上のための講習会

（支部開催セミナー）
ス．AI（Artifi cal　Intelligence）関連講習会の

開催
セ．オンラインセミナー、学会の充実およびデジ

タル化
ソ．業務拡大2015年統一講習会の継続および告

示研修開催への協力
タ．オンライン会議有効運用
チ．多職種職能団体との連携強化

（２）会員講師の育成と体制づくり
（３）他県診療放射線技師会や他団体との合同講習会
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企画推進
ア．関東甲信越診療放射線技師学術大会への協力
イ．日本診療放射線技師全国大会への協力
ウ．埼玉県医師会主催事業への支援
エ．埼玉県臨床検査技師会への協力
オ．日本放射線技術学会関東部会との合同企画
カ．日本診療放射線技師会との合同開催企画
キ．各認定機構との合同企画（埼玉開催の推進）

２．組織運営に関わる事業
（１）行政との連携
（２）入会促進・会員継続事業の検討
（３）会員データベースの適正化

３．公益目的事業
（１）学術情報の提供 刊行誌「埼玉放射線」の発刊
（２）市民公開講座の開催
（３）地域自治体主催事業への参画
（４）医療画像展の開催と支援
（５）県民向けホームページの充実
（６）医療被ばく相談の迅速な対応
（７）埼玉県内の中学高校における放射線特別授業・

3DWSの担務
（８）文部科学省事業における放射線特別授業の担務

４．編集・情報
（１）本会会誌「埼玉放射線」の充実
（２）診療放射線技師向けホームページの充実

ア．各講習会、セミナー、イベントなどの迅速な
広報

（３）e-bookコンテンツの維持継続
（４）メールマガジンの有効利用

５　その他
（１）他医療職種団体との連携
（２）日本診療放射線技師会・他県技師会への協力
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公益社団法人埼玉県診療放射線技師会　定款

平成24年４月１日制定
平成27年５月30日改正

第１章　総　則
（名　称）
第１条　この法人は、公益社団法人埼玉県診療放射
線技師会と称する。

（事務所）
第２条　この法人は、主たる事務所を埼玉県さいた
ま市に置く。

第２章　目的及び事業
（目　的）
第３条　この法人は、診療放射線技師の職業倫理を
高揚するとともに、診療放射線学の向上を図り、
もって地域保健医療の向上及び県民の健康の保持
増進に寄与することを目的とする。

（事　業）
第４条　この法人は、前条の目的を達成するために、
次の事業を行う。
（１）県民への放射線医療に関する知識の普及啓

発事業
（２）診療放射線学及び診療放射線技師の職業倫

理高揚に関する研修会、研究会、講習会など
の開催

（３）放射線管理と医療被曝の適正化に関する事
業

（４）診療放射線学に関する調査、研究、情報提
供及び指導

（５）前各号に掲げる事業に関する図書、印刷物
等の刊行

（６）その他この法人の目的を達成するために必
要な事業

２　前項の事業は、埼玉県内にて行うものとする。

第３章　会　員
（種　別）
第５条　この法人に次の会員を置く。
（１）正会員　診療放射線技師及び診療エックス

線技師であってこの法人の事業に賛同して入
会した個人

（２）名誉会員　この法人に特に功労のあった正
会員のうち、理事会の推薦を受け総会の承認
を得た個人

（３）賛助会員　正会員の資格を有しないもので、
この法人の事業に賛同して、理事会の承認を
得た個人又は団体

２　前項の会員のうち正会員及び名誉会員をもっ
て、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
上の社員とする。

（会員の資格の取得）
第６条　この法人の会員になろうとする者は、理事
会の定めるところにより申し込みをし、その承認
を受けなければならない。

（経費の負担）
第７条　この法人の事業活動に経常的に生じる費用
に充てるため、会員になった次年度から毎年、会
員は、総会において別に定める額を支払う義務を
負う。ただし、自己の療養又は親族の介護、育児
その他やむを得ない事情により、診療放射線技師
又は診療エックス線技師として現に業務に従事し
ていない期間が継続して１年以上経過している正
会員については、総会において別に定める基準に
従って経費を支払う義務を免除することができ
る。

２　名誉会員は、前項における経費を負担すること
を要しない。
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（任意退会）
第８条　会員は、理事会において別に定める退会届
を提出することにより、任意にいつでも退会する
ことができる。

（除　名）
第９条　会員が次のいずれかに該当するに至ったと
きは、総会の決議によって当該会員を除名するこ
とができる。
（１）この定款その他の規則に違反したとき。
（２）この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反す

る行為をしたとき。
（３）その他除名すべき正当な事由があるとき。

（会員資格の喪失）
第10条　前２条の場合のほか、会員は、次のいず
れかに該当するに至ったときは、その資格を喪失
する。
（１）第７条の支払義務を２年以上履行しなかっ

たとき。
（２）総会員が同意したとき。
（３）当該会員が死亡、又は解散したとき。

第４章　総　会
（構　成）
第11条　総会は、正会員及び名誉会員をもって構
成する。

２　前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団
法人に関する法律上の社員総会とする。

（権　限）
第12条　総会は、次の事項について決議する。
（１）会員の除名
（２）理事及び監事の選任又は解任
（３）理事及び監事の報酬などの額に関する事項
（４）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減

計算書）の承認
（５）定款の変更
（６）解散及び残余財産の処分
（７）その他総会で決議するものとして法令又は

この定款で定められた事項

（開　催）
第13条　総会は、定時総会として毎事業年度終了
後３箇月以内に１回開催するほか、必要がある場
合に開催する。

（招　集）
第14条　総会は、法令に別段の定めがある場合を
除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

２　正会員及び名誉会員の議決権の10分の１以上
の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目
的である事項及び招集の理由を示して、総会の招
集を請求することができる。

（議　長）
第15条　総会の議長は、当該総会において出席会
員の中から選出する。

（議決権）
第16条　総会における議決権は、会員１名につき
１個とする。

（決　議）
第17条　総会の決議は、正会員及び名誉会員の議
決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当
該会員の議決権の過半数をもって行う。

２　前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員
及び名誉会員の半数以上であって、正会員及び名
誉会員の議決権の３分の２以上に当たる多数を
もって行う。
（１）会員の除名
（２）監事の解任
（３）定款の変更
（４）解散
（５）その他法令で定められた事項

３　理事又は監事を選任する議案を決議するに際し
ては、候補者ごとに第１項の決議を行わなければ
ならない。理事又は監事の候補者の合計数が第
20条に定める定数を上回る場合には、過半数の
賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数
の枠に達するまでの者を選任することとする。
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（議事録）
第18条　総会の議事については、法令で定めると
ころにより、議事録を作成する。

２　議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名
押印する。

第５章　役員等
第19条　この法人に、次の役員を置く。
（１）理事　　15名以上20名以内
（２）監事　　２名以内

２　理事のうち１名を会長とし２名を副会長、６名
を常務理事とする。

３　前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団
法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び
常務理事をもって同法第91条第１項第２号の業
務執行理事とする。

（役員の選任）
第20条　理事及び監事は、総会の決議によって選
任する。

２　理事会は、会長、副会長及び常務理事を選定及
び解職する。会長の選定及び解職をする場合にお
いて、理事会は、総会にこれを付議した上で、そ
の決議の結果を参考にすることができる。

（理事の職務及び権限）
第21条　理事は、理事会を構成し、法令及びこの
定款で定めるところにより、職務を執行する。

２　会長は、法令及びこの定款で定めるところによ
り、この法人を代表し、その業務を執行し、副会
長及び常務理事は、理事会において別に定めると
ころにより、この法人の業務を分担執行する。

３　会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に４
箇月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行
の状況を理事会に報告しなければならない。

（監事の職務及び権限）
第22条　監事は、理事の職務の執行を監査し、法
令で定めるところにより、監査報告を作成する。

２　監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事
業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況
の調査をすることができる。

（役員の任期）
第23条　理事の任期は、選任後２年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時総会の
終結の時までとする。

２　監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の
時までとする。

３　補欠として選任された理事又は監事の任期は、
前任者の任期の満了する時までとする。

４　理事又は監事は、第19条に定める定数に足り
なくなるときは、任期の満了又は辞任により退任
した後も、新たに選任された者が就任するまで、
なお理事又は監事としての権利義務を有する。

（役員の解任）
第24条　理事及び監事は、総会の決議によって解
任することができる。

（役員の報酬等）
第25条　理事及び監事に対して、総会において定
める総額の範囲内で、総会において別に定める役
員の報酬などの支給の基準に従って算定した額を
報酬等として支給することができる。

（相談役）
第26条　この法人に、任意の機関として、１名以
上３名以下の相談役を置く。

２　相談役は、次の職務を行う。
（１）会長の相談に応じること。
（２）理事会から諮問された事項について参考意

見を述べること。
３　相談役の選任及び解任は、理事会において決議
する。

４　前条の規定は、相談役の報酬等について準用す
る。

第６章　理事会
（構　成）
第27条　この法人に理事会を置く。
２　理事会は、すべての理事をもって構成する。
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（権　限）
第28条　理事会は、次の職務を行う。
（１）この法人の業務執行の決定
（２）理事の職務の執行の監督
（３）会長、副会長及び常務理事の選定及び解職

（常務理事会）
第29条　この法人に常務理事会を置く。
２　常務理事会は、会長、副会長及び常務理事を
もって構成する。

３　常務理事会は、次の職務を行う。
（１）この法人の業務運営の年間計画案を策定し、

理事会に提出すること。
（２）業務の適正を確保するために必要な体制の

運用及び改善についての意見を理事会に提出
すること。

（招　集）
第30条　理事会及び常務理事会は、会長が招集す
る。

２　会長が欠けたとき又は会長に事故があるとき
は、副会長が理事会及び常務理事会を招集する。

（決　議）
第31条　理事会の決議は、決議について特別の利
害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席
し、その過半数をもって行う。

２　前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一
般財団法人に関する法律第96条の要件を満たし
たときは、理事会の決議があったものとみなす。

（議事録）
第32条　理事会の議事については、法令で定める
ところにより、議事録を作成する。

２　出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名
押印する。

第７章　資産及び会計
（事業年度）
第33条　この法人の事業年度は、毎年４月１日に
始まり翌年３月31日に終わる。

（事業計画及び収支予算）
第34条　この法人の事業計画書、収支予算書、資
金調達及び設備投資の見込みを記載した書類につ
いては、毎事業年度の開始の日の前日までに、会
長が作成し、理事会の承認を受けなければならな
い。これを変更する場合も、同様とする。

２　前項の書類については、主たる事務所に、当該
事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲
覧に供するものとする。

（事業報告及び決算）
第35条　この法人の事業報告及び決算については、
毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監
事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなけ
ればならない。
（１）事業報告
（２）事業報告の附属明細書
（３）貸借対照表
（４）損益計算書（正味財産増減計算書）
（５）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減

計算書）の附属明細書
（６）財産目録

２　前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３
号、第４号及び第６号の書類については、総会に
提出し、第１号の書類についてはその内容を報告
し、その他の書類については承認を受けなければ
ならない。

３　第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所
に５年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、
定款、正会員及び名誉会員の名簿を主たる事務所
に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
（１）監査報告
（２）理事及び監事の名簿
（３）理事及び監事の報酬などの支給の基準を記

載した書類
（４）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこ

れらに関する数値のうち重要なものを記載し
た書類

（公益目的取得財産残額の算定）
第36条　会長は、公益社団法人及び公益財団法人
の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に
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基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日におけ
る公益目的取得財産残額を算定し、前条第３項第
４号の書類に記載するものとする。

第８章　定款の変更及び解散
（定款の変更）
第37条　この定款は、総会の決議によって変更す
ることができる。

（解　散）
第38条　この法人は、総会の決議その他法令で定
められた事由により解散する。

（公益認定の取消し等に伴う贈与）
第39条　この法人が公益認定の取消しの処分を受
けた場合又は合併により法人が消滅する場合（そ
の権利義務を承継する法人が公益法人であるとき
を除く。）には、総会の決議を経て、公益目的取
得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定
の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、
公益社団法人及び公益財団法人の認定などに関す
る法律第５条第17号に掲げる法人又は国若しく
は地方公共団体に贈与するものとする。

（残余財産の帰属）
第40条　この法人が清算をする場合において有す
る残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人
及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第
17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体
に贈与するものとする。

第９章　公告の方法
（公告の方法）
第41条　この法人の公告は、電子公告により行う。
２　事故その他やむを得ない事由によって前項の電
子公告をすることができない場合は、官報に掲載
する方法により行う。

第10章　支　部
（支　部）
第42条　この法人に、理事会の定めるところによ
り支部を置く。

２　支部は第34条の事業計画書に基づき、当該支
部に関する事業を執行する。

３　支部は第20条第１項の規定により、総会で理
事を選任するにあたり、理事候補者の推薦をする
ことができる。

附　則
１　この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に
関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備
等に関する法律第106条第１項に定める公益法人
の設立の登記の日から施行する。

２　この法人の最初の会長は小川 清とする。
３　一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及
び公益社団法人及び公益財団法人の認定などに関
する法律の施行に伴う関係法律の整備などに関す
る法律第106条第１項に定める特例民法法人の解
散の登記と公益法人の設立の登記を行ったとき
は、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の
日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日
を事業年度の開始日とする。
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公益社団法人埼玉県診療放射線技師会　諸規程

会費規程
第１条　この規程は、公益社団法人埼玉県診療放射線
技師会（以下「本会」という。）定款第７条の規定
に基づき、会費の納入に関し、必要な細則を定める
ものとする。

第２条　会費は次のとおりとする。
正会員 年額9,000円
賛助会員（個人） 年額9,000円
賛助会員（法人） 年額25,000円

第３条　前条の会費は、毎事業年度における合計額の
30％以上を当該事業年度の公益目的事業に使用する。

第４条　会員は、毎事業年度、９月30日までに、会費
年額の全額を納付しなければならない。

第５条　定款第７条第１項ただし書きの規定により、
会費の免除の取扱いを受けようとする者は、所定の
申請書を添えて、毎年度、本会に申請するものとす
る。

第６条　この規程の改廃は、理事会の決定を経て総会
の承認を得るものとする。

附　則
この規程は、公益社団法人の設立登記の日から施行
する。
この規程は、平成28年６月18日から施行する。

役員等の報酬並びに費用に関する規程
（目　的）
第１条　この規程は、公益社団法人埼玉県診療放射線
技師会（以下「本会」という。）定款第25条に基づ
き、役員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定め
ることを目的とする。

（定　義）
第２条　この規程において、次の各号に掲げる用語の
意義は、当該各号に定めるところによる。
（１）役員　理事及び監事をいう。
（２）役員等　役員及び会長から指名を受けた会員

をいう。
（３）報酬等　公益社団法人及び公益財団法人の認

定等に関する法律第５条第13号に規定する報酬

等であって、次条及び第４条に規定するもの
をいう。

（４）費用　職務の遂行に伴い発生する交通費、通
勤手当、旅費（宿泊費を含む。）及び手数料等の
経費をいう。

（報酬の額及び支給の方法）
第３条
理事の報酬は、理事会及び常務理事会の出席１回に
つき2,000円を上限とし、理事会で決定する。

２　監事の報酬は、年額111,370円を上限として、監
事が協議して定める額とする。

３　前２項の規定にかかわらず、当該役員が報酬を辞
退した場合は支給しない。

４　報酬は、四半期ごとに現金で支給する。ただし、
当該役員から支給の方法について書面による申し出
があるときは、当該申し出に従って支給するものと
する。

（講師及び原稿執筆謝金）
第４条　役員等が会長よりセミナー、研修会若しくは
シンポジウムなどの会合における講師を委嘱された
とき又は原稿執筆を委嘱されたときは、別に定める
「役員等への講師及び原稿執筆謝金の支払に関する
規程」に基づき講師謝金又は執筆謝金を支給する。

（費　用）
第５条　本会は、役員等がその職務の遂行に当たって
負担した費用については、これを請求のあった日か
ら遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するも
のについては前もって支払うものとする。

２　前項の費用は、現金で支払うものとする。ただし、
当該役員から支給の方法について書面による申し出
があるときは、当該申し出に従って支払うものとする。

（公　表）
第６条　この規程をもって、公益社団法人及び公益財
団法人の認定等に関する法律第20条第１項の規定に
より報酬等の支給の基準として公表するものとする。
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（改　正）
第７条　この規程は、総会の議決によらなければ改正
することができない。

（補　則）
第８条　この規程の実施に関し必要な事項は、会長が
理事会の承認を得て、別に定めるものとする。

附　則
１　この規程は、公益社団法人の設立登記の日から施
行する。

１　この規程は、平成25年５月25日から施行する。

役員等への講師及び原稿執筆謝金の支払に関する規程
（本会主催の講師謝金）
第１条　公益社団法人埼玉県診療放射線技師会（以下
「本会」という。）の役員等が、本会の主催する講演
会、セミナー又はこれに類する会合（以下「講演会
等」という。）の講師を務めたときは、その謝金とし
て、１回につきその時間が30分以内のときは5,568
円、１時間以内のときは11,137円を、１時間を超える
ときは22,274円を支払うものとする。

（原稿執筆謝金）
第２条　役員等が、本会の発行する定期刊行物又は書
籍の原稿を当会員または日本診療放射線技師会会員
が執筆したときは、1,000字毎に2,500円を限度とし
て執筆謝金を支払うことができる。但し、１回の限
度額を20,000円とする。

（支払い方法）
第３条　前２条の謝金は、当該講演又は入稿の後速や
かに現金で支払うものとする。ただし、当該役員等
から支給の方法について書面による申し出があると
きは、当該申し出に従って支給するものとする。

（会員以外の者への謝金）
第４条　診療報放射線技師以外の者が本会の発行する
定期刊行若しくは書籍の原稿を執筆したときは、第
２条に定める金額に100分の50を乗じた額を加算し
て支給する。

（改　正）
第５条　この規程は、総会の議決によらなければ改正
することができない。

（補　則）
第６条　この規程の実施に関する必要な事項は、会長
が理事会の承認を経て、別に定めるものとする。

附　則
１　この規程は、公益社団法人の設立登記の日から施
行する。

１　この規程は、平成25年５月25日から施行する。
１　この規程は、平成30年６月18日から施行する。

講師謝礼に関する規程
（目　的）
第１条　この規程は、公益社団法人埼玉県診療放射線
技師会（以下「本会」という。）が主催する診療放
射線技師または診療エックス線技師を主な対象者と
した、職業倫理高揚及び診療放射線学の向上に関す
る研修会、研究会、講習会等（以下、「研修会等」
という）の講師への謝礼について必要な事項を定め
ることを目的とする。

（謝礼の支払い）
第２条　謝礼は、研修会等１回ごとに、講師１人につ
き55,685円を上限として支払うものとする。

（旅　費）
第３条　講師には、その自宅又は勤務地から研修会等
の会場まで公共交通機関を使用した場合における交
通費相当額を支給する。ただし、研修会等の会場の
近辺に公共交通機関が存在しない等交通不便地の場
合は、講師の自宅又は勤務地から当該会場に最も近
い鉄道の駅までの交通費相当額に、当該駅から会場
まで距離1kmごとに300円を乗じて得た額を加算し
て支給する。

（支給の方法）
第４条　謝礼及び旅費の支給日は研修会等の終了後と
し、支給方法は所得税その他法令の規定に基づき控
除すべき金額を控除し、その残額を現金又は当該講
師の指定する銀行口座に振り込む方法により支給す
る。
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（適用除外）
第５条　この規程は、本会の会員が研修会等の講師を
勤めた場合には適用しない。

２　本会の会員が研修会等の講師を勤めた場合の謝礼
及び旅費に相当する金員の支給は、役員等への講師
及び原稿執筆謝金の支払に関する規程に基づき支給
するものとする。

（改　正）
第６条　この規程の改廃は、理事会の議決により行う。

（補　則）
第７条　この規程の実施に関する必要な事項は、会長
が理事会の承認を経て、別に定めるものとする。

附　則
１　この規程は、公益社団法人の設立登記の日から施
行する。

１　この規程は、平成25年５月８日から施行する。

旅費および日当等支払規程
（趣　旨）
第１条　この規程は、委員会（編集委員会、学術委員
会その他理事会の議決に基づき設置した委員会その
他の組織をいう。以下同じ。）の会務（当該委員会の
会議及び当該委員会の所掌する事務に関する活動で
あって、会長の許可を得たものをいう。以下同じ。）
のために出張する当該委員会の構成員に支給する旅
費及び日当について定めるものとする。

（旅　費）
第２条　旅費は当該旅行のための移動方法の別にかか
わらず、旅行開始場所から会務実施場所までの往復
の旅程について、公共交通機関を用いて旅行した場
合に生じる額を支給する。ただし、当該旅行の区間
に公共交通機関による移動が不能な区間が含まれる
ときは、当該移動が不能な区間の旅費は、距離1km
ごとに300円を乗じて得た額を支給するものとする。

第３条　会務に従事した場合は、当該委員会の構成員
に日当を支給する。

２　前項の日当は、会務１日につき1,000円とする。た
だし、会長が理事会の議決を経て定めたものについ
ては2,000円とする。

第４条　旅費及び日当のほか、会務に関する学術大会、
講習会等の開催及びその準備に係る役務費、消耗品

費その他の経費であって委員会の構成員が立て替え
たものは別に弁償する。

第５条　経費は、その都度現金により支払う。ただし、
当該委員会の構成員から支給の方法について書面に
よる申し出があるときは、当該申し出に従って支給
するものとする。

（改　廃）
第６条　この規程の改廃は、理事会の議決により行う。

附　則
この規程は、公益社団法人の設立登記の日から施行
する。

会員の登録等に関する規程
第１条　この規程は、公益社団法人埼玉県診療放射線
技師会（以下「本会」という。）定款第５条第１項、
第６条及び第８条に基づいて、会員の入退会に関す
る細部手続について必要事項を定めることを目的と
する。

第２条　本会に入会しようとする者は、診療放射線技
師及び診療エックス線技師でなければならない。た
だし、賛助会員はこの限りではない。

第３条　本会に入会を希望する者は、所定の入会申込
書を会長に提出するものとする。

第４条　理事会は、入会申込書に基づいてその諾否を
審査し、入会承認を決定するものとする。

第５条　入会を承認したときは、会員原簿に登録する
とともに、速やかに入会年月日を本人に通知するも
のとする。

２　入会を否認したときは、その理由を付して本人に
通知するものとする。

第６条　会員の資格は、理事会が承認した日に始まり
資格喪失した日に終わる。ただし、定款第10条（１）
の要件が発生したときは、理事会の承認を経て資格
を停止し、出版刊行物送付等を制限することがある。

第７条　会員は、入会申込書記載の住所、氏名、勤務
先に変更を生じたときは、速やかに届け出るものと
する。

第８条　会員は次の特典を享受することができる。
（１）本会が保有する会議室を優先して利用すること

ができる。
（２）本会が刊行する会誌を無料で配布を受けること

ができる。
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（３）メーリングリストに登載し、メール等による情
報提供を受けることができる。

（４）本会が主催、共催する研修会、セミナー等に割
引料金で参加することができる。

第９条　会員が退会しようとするときは、理由を付し、
退会届を本会に届け出るものとする。

第10条　この規程の改廃は、理事会の議決にて行う。

附　則
１　この規程は、公益社団法人の設立登記の日から施
行する。

１　この規程は、平成24年12月５日から施行する。

役員選出規程
第１章　総　則

第１条　公益社団法人埼玉県診療放射線技師会の役員
の選出は、定款第21条に基づき、この規程により行
うものとする。

第２章　選挙管理委員会
第２条　役員を選出するときは、理事会の承認を得て、
選挙管理委員会を設けるものとする。

第３条　選挙管理委員会は、正会員のなかから選出し
て構成し、委員長は互選とする。

２　役員及び選挙の立候補者は、選挙管理委員にはな
れない。

第４条　選挙管理委員会は、次の業務を行う。
（１）選挙の公示
（２）役員の立候補者届の受理、資格審査及び立候

補者氏名の公示
（３）投票及び開票の管理ならびに当選の確認
（４）総会において選挙結果の報告
（５）その他選挙管理に必要な事項
第５条　選挙管理委員の任期は２年とする。

第３章　役員の選挙
第６条　理事、監事に立候補しようとする個人、又は
推薦しようとする支部は、所定の様式により選挙管
理委員会に届け出るものとする。ただし、推薦の場
合は本人の同意を必要とする。

第７条　立候補又は推薦の届出締切りは、総会の２か
月前とする。

第８条　選挙は、立候補届のあった者について、総会
に出席した会員によって行うものとする。

第９条　投票は、出席会員の無記名投票により行うも

のとする。
第10条　投票は、次の順序によって行う。
（１）理事
（２）監事
第11条　当選者は、それぞれ有効投票数を得た者か
ら、高点順に定める。

第４章　無投票当選
第12条　各選挙を通じ、締切日を経過しても立候補者
が役員定数を超えないときは、総会において無投票
により当選者を定めるものとする。

第５章　異議申し立て
第13条　選挙に関する異議は、選挙終了後14日以内
に選挙管理委員会に文章をもって申し立てることが
できる。

第６章　立候補ならびに当選の取消
第14条　役員立候補者が、選挙公報など選挙に関わ
る事項について、重大な虚偽の申告を行ったことが
明らかになった場合は、選挙管理委員会の決議によ
り立候補または当選を取り消すことができる。

第15条　この規程の改廃は、理事会の議決にて行う。

附　則
１　この規程は、公益社団法人の設立登記の日から施
行する。

総会運営規程
第１条　この規程は、公益社団法人埼玉県診療放射線
技師会の総会運営を民主的かつ能率的に運営するこ
とを目的として定める。

第２条　前条の目的を達成するために、総会運営委員
会を設けるものとする。

第３条　前条の委員会は、正会員のなかから６名の委
員を選出して構成し、委員長は互選とする。

第４条　総会運営委員会は、総会の付議に基づき、次
のことを協議し、その承認を得て運営する。

（１）議長団の選出の方法
（２）議事日程及び進行
（３）総会出席会員の資格審査
（４）その他総会運営について必要な事項
第５条　この規程の改廃は、理事会の議決にて行う。
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附　則
１　この規程は、公益社団法人の設立登記の日から施
行する。

表彰規程
（目　的）
第１条　この規程は、公益社団法人埼玉県診療放射線
技師会（以下「本会」という。）定款第４条の事業
を遂行するにあたり、顕著な功績のあった者の表彰
に関する事項と、関係団体からの推薦依頼に関する
諸条件について定める。

（条　件）
第２条　表彰の対象となる者は、次の各号に該当する
ことを条件とする。

（１）本会に15年以上在籍し、かつ会費を完納して
いる者

（２）その他、会長が適当であると認めた者

（種　類）
第３条　表彰に関する分類は次のとおりとする
（１）功労賞　本会に多大な貢献があった者、または

本会役員の在任期間が４年以上を有している者
（２）学術奨励賞　保健医療に関する研究、発明、

発見、考案を行った者
（３）学術新人賞　研究発表を積極的に行った概ね

30歳未満の正会員
（４）叙勲、関係団体表彰候補
（５）永年勤続者

ア　20年以上放射線業務に従事した者
イ　40年以上放射線業務に従事した者

（６）特別賞　他の模範となる善行があった者

（推　薦）
第４条　受賞者の推薦は正会員又は名誉会員が行う。

（選　考）
第５条　選考は表彰委員会が行い、委員会は会長、副
会長、総務常務理事、および会長委嘱者５名の計10
名で組織する。なお、会長委嘱者と委員長は役員外
とする。

（決　定）
第６条　表彰委員会は選考結果を理事会に答申し、決
定は理事会にて行う。その他表彰に関する必要な事

項についても理事会において決定する。

（内　容）
第７条　表彰は表彰状と副賞を授与するものとする。

（実　施）
第８条　表彰の実施は総会時に行うものとする。

（改　廃）
第９条　この規程の改廃は理事会の議決にて行う。

附　則
１　この規程は、公益社団法人の設立登記の日から施
行する。

１　この規程は、平成25年２月６日から施行する。

表彰規程細則
（表彰の実施）
第１条　表彰に関わる旅費、交通費は旅費規程の対象
外とする。

２　表彰者ならびに表彰の概要を本会会誌に掲載し広
報する。

（予　算）
第２条　表彰に関する予算は当該年度の予算から充当
する。

（表彰枠）
第３条　表彰の種類に関わる表彰枠は次のとおりとす
る。

（２）学術奨励賞　若干名
（３）学術新人賞　若干名

附　則
１　この規程は、公益社団法人の設立登記の日から施
行する。

１　この規程は、平成25年２月６日から施行する。

互助規程
第１条　この規程は、公益社団法人埼玉県診療放射線
技師会会員の相互扶助を図るために定めたものであ
る。

第２条　前条の目的を達成するために、次の各号の事
業を行う。

（１）会員に対する死亡弔慰金の給付
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第３条　死亡弔慰金の金額は20,000円とする。
第４条　正会員の死亡退会の連絡を受けた場合、内容
審査のうえ速やかに関係理事を通じて該当会員の遺
族に給付金を支給するものとする。

第５条　この規程に定めるもののほか、必要な事項は
理事会において決定するものとする。

第６条　この規程の改廃は、理事会の議決にて行う。

附　則
１　この規程は、公益社団法人の設立登記の日から施
行する。

委員会設置規程
（目　的）
第１条　この規程は、公益社団法人埼玉県診療放射線
技師会（以下「本会」という。）の運営に必要な委員
会の設置基準を定め、本規定をもって定款第４条に
基づく事業を、会長の指示に基づき能率的に遂行す
るための組織を整えることを目的とする。

（委員会の種別）
第２条　この規程に基づく委員会は、常設委員会及び
特別委員会とする。

２　常設委員会は、本会の管理業務又は定例の事業を
担当するものとし、次の各号のとおりとする。

（１）総務･財務委員会
（２）学術委員会
（３）編集･情報委員会
（４）公益委員会
３　特別委員会は、本会の運営上臨時に派生する問題、
又は特別の事業の必要に応じ、会長が理事会の議決
を経て、これを設けるものとする。

（構成及び選任）
第３条　前条の各委員会は、委員長、副委員長及び、
若干名の委員により構成される。

２　前条第２項各号に規定する常設委員会における委
員長への就任は、会長の指名により、常務理事が、
これを分掌する。

３　前条第３項に規定する特別委員会の委員長は、会
長の指名に基づき、全理事のなかからこれを選任し
理事会にて承認する。

４　各委員会の副委員長は、当該委員長の指名に基づ
き、全理事のなかから選出し、理事会において承認
の上、会長がこれを委嘱する。

５　各委員会の委員は、正会員又は名誉会員から当該
委員長が推挙し、会長が委嘱する。

（職　務）
第４条　委員長は、当該委員会を代表し、その事務を
総理する。

２　各委員は、当該委員長の求めにより、随時招集さ
れる所属委員会に出席し、付議事項の審議を行う他、
委員長を補佐し、本会の事業計画の実行、又は問題
の解決に努めなければならない。

３　委員長に不測の事態が起きた場合は、副委員長が
その職務を代行する。

（委員会）
第５条　各委員会は、当該委員長が随時招集する。
２　各委員長は、委員会が開催される毎に、以下の内
容について、簡潔明瞭な報告書（議事録）を作成し、
これを会長及び、総務担当の常務理事（常務理事）
に提出しなければならない。

（１）付議された事項
（２）その審議内容
（３）審議結果

（理事会への報告）
第６条　各委員長及び、各委員長により分担指名され
た副委員長は、担当する管理業務又は事業の企画及
び実施状況を理事会に報告しなければならない。

（規程の変更）
第７条　この規程の改廃は理事会の議決にて行う。

（雑　則）
第８条　この規程に定めるもののほか、状況により必
要な事案が発生した場合は、会長が理事会に諮り定
めるものとする。

附　則
１　この規程は、公益社団法人の設立登記の日から施
行する。

１　この規程は、平成26年９月４日から施行する。

総
会
資
料

埼玉放射線・Vol.71　No.2　2023（54）155



総会資料

研究会設置規程
（目　的）
第１条　この規程は、公益社団法人埼玉県診療放射線
技師会（以下「本会」という。）定款第４条に基づき
本会に研究会を設置する場合の手続きを定め、学術
研究活動の促進を目的とする。

（定　義）
第２条　この規程でいう研究会とは、前条に掲げた目
的を達成するための学術研究を目的とする組織をい
う。

（設置申請）
第３条　この規程に従い研究会の設立をしようとする
正会員又は名誉会員は、研究会設置申請書（様式—
研１）を会長に提出し、理事会の承認を得なければ
ならない。

（承認基準）
第４条　前条により研究会の設立承認をする場合、次
の基準を満たしていなければならない。

（１）学問領域としての専門性と主体性、かつ社会性
が認められること

（２）当該研究会の活動により県民が利益を得られる
こと

（３）本会が認可する研究会の幹事及び主たる構成
員は本会会員であること

（解散及び廃止）
第５条　研究会は、研究会解散届（様式—研２）を会
長に提出し、自主的に解散することができる。

２　理事会は前項のほか、前条の基準を満たさないと
判断した場合、研究会を廃止することができる。

（名　称）
第６条　研究会は、その名称とともに本会研究会であ
ることを称することができる。

（活　動）
第７条　研究会は、目的を達成するために自主的に活
動するものとし、概ね次の活動を行う。

（１）研究会を開催する
（２）研究成果を学術大会等に発表する

（報　告）
第８条　研究会は、毎年の活動状況を総会に報告する。

（助　成）
第９条　本会は、認可した研究会の発展向上を図る目
的で、研究会からの申請により、理事会の承認を得
て、助成を行うことができる。

２　助成の規模及び方法は別途理事会で定める。

（規程の改廃）
第10条　この規程の改廃は理事会の議決にて行う。

附　則
１　この規程は、公益社団法人の設立登記の日から施
行する。

技師会センター運営規程
第１条　公益社団法人埼玉県診療放射線技師会（以下
「本会」という。）技師会センターは埼玉県診療放射
線技師会事務所及び会議室で構成する。

第２条　この規程は、技師会センターの運用について
規定する。

第３条　技師会センターの管理責任者は会長とする。
会長はセンターの業務管理者を指名し、業務管理者
がセンター運営業務を行う。

２　重要事項については理事会において審議する。
第４条　業務管理者はセンターの運営に関する全ての
責任を有する。

（会議室の利用）
第５条　次に掲げる各号に適合する場合、会長の許可
を得て技師会センターを利用することができる。

（１）理事が主催する全ての会議、委員会、講習会
等

（２）本会会員が所属する団体で、会長が認めた会
議等

（３）その他、会長が特に認めた会議、講習会等

（使用手続）
第６条　前条のうち（1）に該当する場合を除き使用す
る者は、使用責任者を定め、別に定める「技師会セ
ンター使用許可申請書」を３週間前までに、所定の
使用料金を添えて提出し、会長の許可を得なければ
ならない。
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（使用の優先）
第７条　使用は本会事業に関するものを優先し、第５
条の順とする。

（使用料及び使用時間）
第８条　使用料及び使用時間は、第５条の（１）に該
当する場合を除き、下記の規定によるものとする。

２　使用時間の区分及び使用料は次に定めるとおりと
する。

（１）09：00〜12：00　　　2,000円
（２）13：00〜17：00　　　2,000円
（３）18：00〜21：00　　　2,000円
（４）09：00〜17：00　　　4,000円
（５）13：00〜21：00　　　4,000円
（６）09：00〜21：00　　　5,000円
第10条　使用責任者は重大なる過失による使用中の
火災設備等の毀損事故に対して責任を有するものと
する。

第11条　この規程の改廃は、理事会の決議により行
う。

附　則
１　この規程は、公益社団法人の設立登記の日から施
行する。

理事の職務権限規程
（目　的）
第１条　この規程は、公益社団法人埼玉県診療放射線
技師会（以下「本会」という。）定款第21条に基づ
き、本会の理事の職務権限を定め、公益社団法人と
しての業務の適法、かつ効率的な執行を図ることを
目的とする。

（定　義）
第２条　この規程において、理事とは、理事並びに代
表理事たる会長並びに、業務執行理事たる副会長及
び常務理事をいう。

（法令等の遵守）
第３条　理事は、法令、定款及びこの法人が定める規
範、規程等を順守し、誠実に職務を遂行し、協力し
て、定款に定める本会の目的の遂行に寄与しなけれ
ばならない。

（理　事）
第４条　理事は、理事会を組織し、法令及び定款の定
めるところにより、本会の業務の執行の決定に参画
する。

（会　長）
第５条　会長の職務権限は、別表に掲げるもののほか、
次のとおりとする。

（１）代表理事として本会を代表し、その業務を執行
する。

（２）理事会を招集し、議長としてこれを主宰する。
（３）毎事業年度に４箇月を超える間隔で２回以上、

自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。

（副会長）
第６条　副会長の職務権限は、別表に掲げるもののほ
か、次のとおりとする。

（１）会長を補佐し、本会の業務を執行する。
（２）会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長の

業務執行に係る職務を代行する。
（３）毎事業年度に４箇月を超える間隔で２回以上、

自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。

（常務理事）
第７条　常務理事の職務権限は、別表に掲げるものの
ほか、次のとおりとする。

（１）理事会が決める担当業務を分掌し、執行する。
（２）副会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会

長の業務執行に係る職務を代行する。
（３）毎事業年度に４箇月を超える間隔で２回以上、

自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。

（細　則）
第８条　この規程に定めるもののほか、この規程の実
施に必要な事項は、理事会の決議により別に定める
ことができる。

（改　廃）
第９条　この規程の改廃は、理事会の議決にて行う。

附　則
この規程は、平成24年12月５日から施行する。
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別　表
理事の職務権限

決　裁　事　項
決　裁　権　者

会　長 副会長 常務理事
事業計画及び予算の案の作成に関すること ○
事業報告及び決算の案の作成に関すること ○
人事及び給与制度の立案に関すること ○
重要な使用人以外の者の任用に関すること ○
出張に関すること ○
契約の締結 ○
支出
　一件 20 万円以上（理事会承認が必要） ○
　一件 20 万円未満 ○
　一件  5 万円以下 ○ ○

別　紙 

選挙立候補届

　　現住所

　　氏名　　　　　　　　　　　　年齢

　　勤務先名および住所

　　　　年　月　日執行の
公益社団法人埼玉県診療放射線技師会（理事・監事）
選挙に立候補します。

　　上記の通りお届けします。
　　　　　　　年　月　日
　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

公益社団法人埼玉県診療放射線技師会選挙管理委員長　殿

選挙候補者推薦届

　　候補者住所

　　氏名　　　　　　　　　　　　年齢

　　勤務先名および住所

　　　　年　月　日執行の
公益社団法人埼玉県診療放射線技師会（理事・監事）
選挙に上記の者を推薦します。

　　　　　年　月　日
推薦者氏名　　第○支部代表 印

（理事・監事）候補への推薦を受諾いたします。
　　　　　年　月　日
　　　　候補者署名 印

公益社団法人埼玉県診療放射線技師会選挙管理委員長　殿
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様式－研１                                      　
研究会設置申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日 　
　　
　　公益社団法人埼玉県診療放射線技師会
　　会長　　　　　　　　殿                       　
　　　　　　　　　　○○ 研究会               　
　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　印  　

　規程の定めるところにより、下記のとおり
研究会の設置を申請します。

記                         　
　　１　研究会の名称                              　
　　２　代表者、役員等の名前                      　
　　３　連絡先                                    　
　　４　研究会構成員－別添名簿のとおり
　　（本会会員と他の区別がわかるような名簿）
　　５　研究分野、内容（具体的に）
　　６　研究会履歴                                　
　　７　助成申請の有無                            　

様式－研２                                        　
研究会廃止届

　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日
　                                                  　
　　公益社団法人埼玉県診療放射線技師会
　　会長　　　　　　　　殿                         　
　                                                  　
　　　　　　　　　　○○ 研究会               　
　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　印  　
　                                                  　

　規程の定めるところにより、下記のとおり
研究会の廃止を届けます。

記                           　
　　１　研究会の名称                                  　
　　２　代表者、役員等の名前
　　３　連絡先                                        　
　　４　廃止の理由                                    　
　　５　廃止の年月日        
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求

人

コ
ー
ナ
ー

議

事

録

会

員

の

動

向

役
員
名
簿

Ｆ

Ａ

Ｘ

申

込

書

年
間
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル

186  （75）

公益社団法人埼玉県診療放射線技師会　支部地図（2022年4月1日現在）

さ
い
た
ま
市
※
参
照

※
第
一
支
部
　
桜
区
・
浦
和
区
・
南
区
・
緑
区

第
六
支
部
　
上
記
以
外
の
さ
い
た
ま
市
内
区

川
越
市

熊
谷
市

川
口
市

行
田
市

秩
父
市

所
沢
市

飯
能
市

加
須
市

本
庄
市

東
松
山
市

春
日
部
市

狭
山
市

羽
生
市

鴻
巣
市

深
谷
市

上
尾
市

草
加
市

越
谷
市

蕨
市

戸
田
市

入
間
市

朝
霞
市

新
座
市

桶
川
市

久
喜
市

北
本
市

八
潮
市三
郷
市

蓮
田
市

坂
戸
市

幸
手
市

鶴
ヶ
島
市

日
高
市

三
芳
町

毛
呂
山
町

越
生
町

滑
川
町

嵐
山
町

小
川
町

と
き
が
わ
町

川
島
町

吉
見
町

鳩
山
町

横
瀬
町

皆
野
町長
瀞
町

小
鹿
野
町

東
秩
父
村

美
里
町

神
川
町上
里
町

寄
居
町

白
岡
市

杉
戸
町

松
伏
町

吉
川
市

第
四
支
部

（
第
四
地
区
会
）

第
一
・
第
六
支
部

（
第
一
・
第
六
地
区
会
）

和
光
市

志
木
市

富
士
見
市

ふ
じ
み
野
市

宮
代
町

伊
奈
町

第
二
支
部

（
第
二
地
区
会
）

第
三
支
部

（
第
三
地
区
会
）

第
五
支
部

（
第
五
地
区
会
）

第
一
支
部

（
第
一
地
区
会
）

第
六
支
部

（
第
六
地
区
会
）
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総会資料

20
23
年
度
収
支
予
算
書

自
20

23
年
4月

1日
至
20

24
年
3月

31
日

公
益
社
団
法
人
埼
玉
県
診
療
放
射
線
技
師
会

科
　
　
目

公
益
目
的
事
業
会
計

収
益
事
業
会
計

法
人
会
計

内
部
取
引
控
除

合
計

備
考

公
1

公
2

公
3

共
通

小
計

収
1

共
通

小
計

Ⅰ
一
般
正
味
財
産
増
減
の
部

　
１
.経

常
増
減
の
部

　
　（

１
）経

常
収
益

　
　
　
　
受
取
会
費

0
0

0
3,
78

4,
50

0
3,
78

4,
50

0
0

0
8,
83

0,
50

0
12

,6
15

,0
00

　
　
　
　
　
正
会
員
受
取
会
費

3,
67

2,
00

0
3,
67

2,
00

0
0

0
8,
56

8,
00

0
12

,2
40

,0
00

　
　
　
　
　
賛
助
会
員
受
取
会
費

11
2,
50

0
11

2,
50

0
0

0
26

2,
50

0
37

5,
00

0
　
　
　
　
事
業
収
益

1,
07

0,
00

0
35

,0
00

82
0,
00

0
0

1,
92

5,
00

0
41

1,
08

4
0

41
1,
08

4
0

2,
33

6,
08

4
　
　
　
　
　
講
習
会
受
講
料
等
収
益

74
0,
00

0
35

,0
00

77
5,
00

0
0

77
5,
00

0
　
　
　
　
　
学
術
大
会
参
加
登
録
費
収
益

33
0,
00

0
33

0,
00

0
0

33
0,
00

0
　
　
　
　
　
会
誌
広
告
収
益

0
82

0,
00

0
82

0,
00

0
0

82
0,
00

0
　
　
　
　
　
福
利
事
業
収
益

0
0

0
　
　
　
　
　
賃
貸
収
益

0
41

1,
08

4
41

1,
08

4
41

1,
08

4
　
　
　
　
受
取
寄
付
金

0
0

0
0

0
　
　
　
　
雑
収
益

30
0,
00

0
0

30
,0
00

0
33

0,
00

0
0

0
0

17
3,
30

0
50

3,
30

0
　
　
　
　
　
受
取
利
息

0
0

10
0

10
0

　
　
　
　
　
雑
収
益

30
0,
00

0
0

30
,0
00

33
0,
00

0
0

17
3,
20

0
50

3,
20

0
　
　
　
　
経
常
収
益
計

1,
37

0,
00

0
35

,0
00

85
0,
00

0
3,
78

4,
50

0
6,
03

9,
50

0
41

1,
08

4
0

41
1,
08

4
9,
00

3,
80

0
15

,4
54

,3
84

　
　（

２
）経

常
費
用

　
　
　
　
事
業
費

　
　
　
　
　
給
与
手
当

20
6,
00

0
15

4,
50

0
15

4,
50

0
0

51
5,
00

0
0

51
5,
00

0
　
　
　
　
　
福
利
厚
生
費

93
,0
00

72
,0
00

0
16

5,
00

0
0

16
5,
00

0
　
　
　
　
　
会
議
費

13
6,
00

0
40

,0
00

13
5,
00

0
31

1,
00

0
0

31
1,
00

0
　
　
　
　
　
旅
費
交
通
費

83
8,
50

0
19

7,
00

0
54

,0
00

1,
08

9,
50

0
0

1,
08

9,
50

0
　
　
　
　
　
通
信
運
搬
費

21
0,
13

5
77

,0
61

73
0,
26

1
1,
01

7,
45

7
0

1,
01

7,
45

7
　
　
　
　
　
減
価
償
却
費

52
,3
40

17
,4
47

17
,4
47

87
,2
34

20
,3
54

20
,3
54

10
7,
58

8
　
　
　
　
　
消
耗
什
器
備
品
費

0
0

0
　
　
　
　
　
消
耗
品
費

13
3,
57

4
96

,3
91

56
,1
58

28
6,
12

3
0

28
6,
12

3
　
　
　
　
　
修
繕
費

30
,0
00

30
,0
00

30
,0
00

90
,0
00

0
90

,0
00

　
　
　
　
　
印
刷
製
本
費

8,
00

0
2,
27

4,
70

0
2,
28

2,
70

0
0

2,
28

2,
70

0
　
　
　
　
　
光
熱
水
料
費

63
,0
00

21
,0
00

21
,0
00

10
5,
00

0
0

10
5,
00

0
　
　
　
　
　
賃
借
料

1,
26

4,
62

5
13

2,
00

0
84

,9
64

1,
48

1,
58

9
0

1,
48

1,
58

9
　
　
　
　
　
保
険
料

74
,1
38

24
,7
12

24
,7
12

12
3,
56

2
0

12
3,
56

2
　
　
　
　
　
諸
謝
金

1,
70

6,
68

1
21

2,
92

5
13

2,
00

0
2,
05

1,
60

6
0

2,
05

1,
60

6
　
　
　
　
　
租
税
公
課

24
,2
70

8,
09

0
8,
09

0
40

,4
50

20
,0
00

20
,0
00

60
,4
50

　
　
　
　
　
支
払
手
数
料

11
,0
00

4,
40

0
12

,5
40

27
,9
40

0
27

,9
40

　
　
　
　
　
渉
外
費

15
,0
00

5,
00

0
5,
00

0
25

,0
00

0
25

,0
00

　
　
　
　
　
委
託
費

99
,0
00

53
7,
60

0
63

6,
60

0
25

,0
00

25
,0
00

66
1,
60

0
　
　
　
　
　
雑
費

20
,0
00

20
,0
00

20
,0
00

60
,0
00

0
60

,0
00
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会
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管
理
費

　
　
　
　
　
役
員
報
酬

10
3,
80

0
10

3,
80

0
　
　
　
　
　
給
与
手
当

51
5,
00

0
51

5,
00

0
　
　
　
　
　
福
利
厚
生
費
用

23
0,
00

0
23

0,
00

0
　
　
　
　
　
会
議
費

42
9,
00

0
42

9,
00

0
　
　
　
　
　
旅
費
交
通
費

36
4,
00

0
36

4,
00

0
　
　
　
　
　
通
信
運
搬
費

58
5,
73

6
58

5,
73

6
　
　
　
　
　
減
価
償
却
費

87
,2
34

87
,2
34

　
　
　
　
　
消
耗
什
器
備
品
費

0
　
　
　
　
　
消
耗
品
費

21
9,
51

7
21

9,
51

7
　
　
　
　
　
修
繕
費

90
,0
00

90
,0
00

　
　
　
　
　
印
刷
製
本
費

10
,0
00

10
,0
00

　
　
　
　
　
光
熱
水
料
費

10
5,
00

0
10

5,
00

0
　
　
　
　
　
賃
借
料

10
,0
00

10
,0
00

　
　
　
　
　
保
険
料

12
3,
56

2
12

3,
56

2
　
　
　
　
　
諸
謝
金

1,
21

6,
75

2
1,
21

6,
75

2
　
　
　
　
　
租
税
公
課

14
0,
00

0
14

0,
00

0
　
　
　
　
　
支
払
手
数
料

13
,2
00

13
,2
00

　
　
　
　
　
渉
外
費

20
0,
00

0
20

0,
00

0
　
　
　
　
　
委
託
費

14
0,
00

0
14

0,
00

0
　
　
　
　
　
雑
費

15
0,
00

0
15

0,
00

0
　
　
　
　
経
常
費
用
計

4,
98

5,
26

3
1,
11

2,
52

6
4,
29

7,
97

2
0

10
,3
95

,7
61

65
,3
54

0
65

,3
54

4,
73

2,
80

1
15

,1
93

,9
16

評
価
損
益
等
調
整
前
当
期
経
常
増
減
額

評
価
損
益
等
計

当
期
経
常
増
減
額

▲
 3
,6
15

,2
63

▲
 1
,0
77

,5
26

▲
 3
,4
47

,9
72

3,
78

4,
50

0
▲
 4
,3
56

,2
61

34
5,
73

0
0

34
5,
73

0
4,
27

0,
99

9
26

0,
46

8
　
２
.経

常
外
増
減
の
部

　
　（

１
）
経
常
外
収
益

　
　（

２
）
経
常
外
費
用

当
期
経
常
外
増
減
額

他
会
計
振
替
額

14
2,
27

1
14

2,
27

1
▲
 1
42

,2
71

0
▲
 1
42

,2
71

0
法
人
税
・
住
民
税
及
び
事
業
税

▲
 1
45

,0
00

0
▲
 1
45

,0
00

▲
 1
45

,0
00

当
期
一
般
正
味
財
産
増
減
額

▲
 3
,6
15

,2
63

▲
 1
,0
77

,5
26

▲
 3
,4
47

,9
72

3,
92

6,
77

1
▲
 4
,2
13

,9
90

58
,4
59

0
58

,4
59

4,
27

0,
99

9
11

5,
46

8
一
般
正
味
財
産
期
首
残
高
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